
議案第 ２９ 号 

 

令和２年度多気町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和２年度多気町の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２３３,４０２千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１,７４２,５７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

                    令和３年３月 ５日   提  出 

                    令和３年３月  日   議  決 

 

                         多気町長 久保 行男 

 

（説 明） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により本案を提出する。 































議案第 ３０ 号 

 

令和２年度多気町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和２年度多気町の後期高齢者医療保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５３７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３７３,０１６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

                    令和３年３月 ５日   提  出 

                    令和３年３月  日   議  決 

 

                         多気町長 久保 行男 

 

（説 明） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により本案を提出する。 

 

















議案第 ３１ 号 

 

令和２年度多気町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和２年度多気町の介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２０,７６０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ １,９３３,１５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

                    令和３年３月 ５日   提  出 

                    令和３年３月  日   議  決 

 

                         多気町長 久保 行男 

 

（説 明） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により本案を提出する。 

 





















議案第 ３２ 号 

 

令和２年度多気町住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第１号） 

 

令和２年度多気町の住宅新築資金等貸付特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３,１９８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

                    令和３年３月 ５日   提  出 

                    令和３年３月  日   議  決 

 

                         多気町長 久保 行男 

 

（説 明） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により本案を提出する。 

 












